
学校表彰規程 

（平成 20年 11月 20日施行、平成 27年 11月 14日、平成 28年 4月 9日、平成 29年 5月 21日一部改正

平成 30年 5月 21日一部改正） 

 

１ 目 的 

この規程は、商業教育を活性化し、知

識基盤社会で活躍できる人材を育成する

優れた教育実践活動により、全国的に顕

著な成果をあげ、商業教育の向上に大き

く貢献した学校（商業教育を実施する学

校）を顕彰し、もって商業教育の充実振

興を図ることを目的とする。 

 

２ 推 薦 

学業、進路指導、部活動、全商協会主

催の各種検定試験や競技大会等に顕著な

成果をあげた学校に対し、各ブロックか

ら 2 校推薦できるものとする。但し、す

でに受賞した学校は原則として 5 年間は

推薦できないものとする。 

 

３ 選 考 

 ブロックからの推薦があった場合は、

学校表彰選考委員会を開催して選考を行

う。委員は、理事長を選考委員長とし、

副理事長、総務部担当代表常務理事、経

理部担当代表常務理事、調査・広報部担

当代表常務理事、大学入試対策担当代表

常務理事、就職対策担当代表常務理事、

事務局長とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 表 彰 

 5校程度を表彰する。 

 

５ 申請手続き 

ブロックから推薦のある場合は、所定

の用紙に記入の上、ブロック代表常務理

事より全商協会理事長宛に提出する。推

薦受付期日は 2月下旬までとする。 

 

６ 表彰日 

 5月春季総会時 

 

７ 記念品  

受賞校に記念品を贈る。 

 

８ 賞 状 

下記の表彰状（様式 1）とする。 

 

 

(様式 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


